
④平常時の見守り活動、災害時の避難支援や安否確認

避難行動要支援者

４　避難行動要支援者への同意・不同意の確認方法

　【上記１】に該当する災害時等に避難支援が必要と考えられる人を市が抽出し、登録対象者に対して、避難支援等
関係者　【上記２】への名簿情報の提供に同意いただけるか否かの申請書を送付しますので、くらし安全課まで提出し
てください。
　※市からの書類が届かない人で、自ら名簿の登録を希望する人は、お申し出いただければ、申請書類を送付させて
いただきます。なお、登録申請（同意）書は市ホームページからも印刷できます。

５　イメージ図

　　②同意申請書にて同意・不同意の意思確認

　同意の意思について、変更の申し出がない限り自動継続としますので、再度の提出は必要ありませんが、申請内容
などに変更が生じた場合は、必ず、くらし安全課までご連絡ください。
　なお、災害時等における避難支援については、地域の支援者の善意による地域活動として可能な範囲で行っていた
だくもので、法的な責任や義務を負うものではありません。

６　注意事項

避難支援等関係者

①同意申請書を送付

　③同意した人のみ避難支援等

　 　関係者へ情報提供

　必要な限度で、避難支援等関係者に情報の提供をする場合があります。

※法律に基づき、災害発生時等には、同意の有無に関わらず特に必要な場合に

２　避難支援等関係者

　赤磐警察署、赤磐市内の消防機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、地区・町内会、その他
市長が必要と認める避難支援等の実施に携わる関係者

３　避難支援等関係者へ提供する名簿情報

　●氏名　●生年月日　●性別　●住所又は居所　●電話番号その他の連絡先　●避難支援などを必要とする理由

　東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、平成２５年６月に災害対策基本法が改正され、
市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられるなど、円滑かつ安全な避難を確保するための措置の拡充
等がなされました。このことを受け市では、避難行動要支援者名簿の登録制度を開始しています。

避難行動要支援者名簿の登録制度について

○避難行動要支援者名簿の登録制度とは？

　災害時における避難行動要支援者【下記１】への支援に役立てるため、避難行動要支援者名簿を作成しています。
名簿に登載した人のうち、同意を得られた人については、避難支援等関係者【下記２】へ名簿情報【下記３】を提供し、
避難支援や安否確認等に役立てるとともに、平常時の地域の見守りや日常的な支えあい活動につなげていきます。
※同意が得られなかった人についても、災害発生時に生命又は身体を保護するために市が必要と判断した場合には
情報提供します。

１　避難行動要支援者名簿への登録対象者

①要介護認定３～５を受けている人

②身体障害者手帳１．２級(総合等級）の第１種を所持する人　（心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く）

　　例）家族と同居しているが、昼間は１人になる高齢者の人などで、自ら避難することが困難な人

③療育手帳Ａを所持する人

④精神障害者保健福祉手帳１級を所持する人

⑤障害福祉サービスの介護給付等を受けている難病患者

⑥７５歳以上の高齢者のみの世帯の人

⑦その他災害時の支援が必要と認められる(自ら名簿の登録を希望する人など）


